
防府市清掃補助金交付要綱  

昭和４７年４月１日制定   

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、清潔で明るい町づくり運動の一環として地区ぐ

るみ一斉清掃を自主的に毎月継続して行う自治会（自治会に対する

事務委託及び助成等に関する規則（昭和５１年防府市規則第１０号。

以下「自治会規則」という。）第２条第１項に定めるものをいう。

以下同じ。）に対し補助金を交付することについて、必要な事項を

定めるものとする。  

 （補助対象） 

第２条 補助金交付の対象とするものは、毎月の指定清掃日に継続し

て行う地区ぐるみ一斉清掃により一般家庭から排出された廃棄物の

うち、資源ごみ（プラスチック製容器包装を除く。）、危険ごみ及

び不燃ごみについて市が行う定期収集を受けず、市の指定する処理

施設へ自ら搬入する事業（以下「自主搬入事業」という。）を行う

自治会（以下「対象自治会」という。）であって、市長が適当と認

めたものとする。 

 （対象自治会の承認）  

第３条 前条の規定により自主搬入事業を実施しようとする自治会は、

防府市清掃補助事業対象自治会承認申請書（第１号様式）を提出し、

あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、既に防府市

環境衛生推進協議会（現：防府市快適環境づくり推進協議会）の承

認を得ているものについてはこの限りでない。  

２ 市長は、前項の申請があった場合において、対象自治会として承

認することが適当であると認めるときは、防府市清掃補助事業対象

自治会承認通知書（第２号様式）により通知する。  

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、第２条の規定により廃棄物を搬入した月ごと

に、次に掲げる基本額及び世帯割額を合算して得た額とする。  

 (１ ) 基本額（月額）  



  ア  対象自治会が野島、富海、小野、大道地域に属する場合  

５，５００円  

  イ  対象自治会がアに掲げる地域以外の地域に属する場合  ５，

０００円  

 (２ ) 世帯割額（月額）  基準世帯数に８５円を乗じて得た額  

２  前項に規定する基準世帯数とは、第１及び第２四半期において

は４月１日、第３及び第４四半期分においては１０月１日におけ

る住民基本台帳に記録された当該対象自治会の地区内世帯数の合

計とする。  

 （補助金の交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする対象自治会は、次の区分によ

り防府市清掃補助金交付申請書（第３号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 (１ ) 第１四半期（４月から６月まで）は７月２０日まで  

 (２ ) 第２四半期（７月から９月まで）は１０月２０日まで  

 (３ ) 第３四半期（１０月から１２月まで）は１月２０日まで  

 (４ ) 第４四半期（１月から３月まで）は３月末日まで  

 （補助金の交付決定）  

第６条 市長は、前条の交付申請があった場合において、補助金を交

付することが適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を

決定し、防府市清掃補助金交付決定通知書（第４号様式）により通

知する。 

 （補助金の交付請求）  

第７条 前条の交付決定通知のあった対象自治会は、防府市清掃補助

金交付請求書（第５号様式）により、補助金の請求を行うものとす

る。 

 （補助金の交付決定の取消等）  

第８条 市長は、対象自治会が法令又は本要綱に違反したときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合におい



て、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されていると

きは、当該対象自治会に対し期限を定めて、その返還を命ずるもの

とする。 

 （調査及び指導） 

第９条 市長は、対象自治会に対し廃棄物の収集、運搬、搬入状況に

ついて調査及び指導することができる。  

 （共同実施）  

第１０条  自主搬入事業は、自治会規則別表第１に定める同一の地

域に属する複数の自治会が共同で行うことができるものとする。

この場合においては、次の事項を遵守しなければならない。  

 (１ ) 廃棄物の集積場所は、原則として、共同で自主搬入事業を

行うために組織された団体（以下「共同実施団体」という。）

を構成する自治会（以下「構成自治会」という。）ごとに設け

ること。  

 (２ ) 自主搬入事業の実施日は、共同実施する構成自治会で同一

の日とすること。  

２  共同実施する場合は、構成自治会が共同実施団体を組織し、そ

の名称には構成自治会の名称を含めるものとする。  

 （共同実施の取扱い）  

第１１条  共同実施団体の承認に係る手続については第３条の規定

を準用する。この場合において、同条中「自治会」とあるのは「

共同実施団体」と、「防府市清掃補助事業対象自治会承認申請書

（第１号様式）」とあるのは「防府市清掃補助事業対象共同実施

団体承認申請書（第６号様式）」と、「防府市清掃補助事業対象

自治会承認通知書（第２号様式）」とあるのは「防府市清掃補助

事業対象共同実施団体承認通知書（第７号様式）」と読み替える。  

２  共同実施に係る補助金の額については、第４条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項第１号中「自治会」とあるの

は「共同実施団体」と、同条第２項中「自治会」とあるのは「共

同実施団体の構成自治会」と読み替える。  



３  共同実施に係る補助金の交付申請、交付決定及び交付請求につ

いては、第５条から第８条までの規定を準用する。この場合にお

いて、第５条、第７条及び第８条中「自治会」とあるのは、「共

同実施団体」と読み替える。  

４ 共同実施団体への調査及び指導については第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条中「自治会」とあるのは、「共同実

施団体」と読み替える。  

５ 共同実施団体は、交付された補助金について、原則として自主搬

入事業に要した経費を控除した後、構成自治会の基準世帯数に応じ

て構成自治会に配分する。  

６ 共同実施団体は、毎年５月末までに構成自治会の決算書の写しを

市長に提出し、確認を受けなければならない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。  

   附 則 

この要綱は、昭和４７年４月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、昭和６２年１月１３日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （準備行為） 

２ この要綱の施行日以後に自主搬入事業の共同実施するために必要



な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。  

   附 則 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  



第１号様式（第３条関係） 

 

防府市清掃補助事業対象自治会承認申請書  

 

 

年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

申請者 自治会名            

代表者 住  所            

氏  名         ㊞  

 

 

 防府市清掃補助金の交付対象自治会として承認されますよう、防府

市清掃補助金交付要綱第３条第１項の規定により申請します。  

 

記 

 

１ 地 域 名                       

 

２ 自 治 会 名                       

 

３ 搬入予定廃棄物（当てはまる項目の□にチェックをしてください） 

  □紙製容器包装  □紙パック    □新聞  □ダンボール 

  □雑がみ     □ペットボトル  □缶   □びん類   

  □古着・古布   □危険ごみ    □不燃ごみ       

 

４ 清 掃 実 施 日     毎月第    曜日         

 

５ 開 始 年 月       年    月          

 



第２号様式（第３条関係） 

 

防府市清掃補助事業対象自治会承認通知書  

 

第   号  

 

自治会名                

代表者  住 所            

氏 名            

 

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市清掃補助事業対

象自治会承認申請については、対象自治会として承認したので、防府

市清掃補助金交付要綱第３条第２項の規定により通知します。  

 

年   月   日  

 

防府市長          印    

 

記  

 

１ 地 域 名                      

 

２ 自 治 会 名                      

 

３ 搬入予定廃棄物  

                               

 

４ 清 掃 実 施 日     毎月第    曜日        

 

５ 開 始 年 月       年    月         



第３号様式（第５条、第１１条関係） 

 

防府市清掃補助金交付申請書  

 

  年  月  日  

 （宛先）防府市長 

 

申請者 団 体 名            

（自治会名）           

代表者 住  所            

氏  名            

 

     年度第  四半期において、地区内一斉清掃を行い廃棄物 

の自主搬入を実施したので、 
防府市清掃補助金交付要綱第１１条第３項  

防府市清掃補助金交付要綱第５条  

 

において準用する同要綱第５条  

 
の規定により申請します。  

記 

事業実施状況 

清掃月日 搬入廃棄物の種類 使用車両数 

 月 日( ) 

□紙製容器包装  □紙パック  □新聞 

□ダンボール   □雑がみ   □ペットボトル 

□缶       □びん類   □古着・古布 

□危険ごみ    □不燃ごみ 

延  台 

 月 日( ) 

□紙製容器包装  □紙パック  □新聞 

□ダンボール   □雑がみ   □ペットボトル 

□缶       □びん類   □古着・古布 

□危険ごみ    □不燃ごみ 

延  台 

 月 日( ) 

□紙製容器包装  □紙パック  □新聞 

□ダンボール   □雑がみ   □ペットボトル 

□缶       □びん類   □古着・古布 

□危険ごみ    □不燃ごみ 

延  台 

※搬入廃棄物の種類の項目については、実際にクリーンセンターに搬
入したものにチェックを入れてください。  



第４号様式（第６条、第１１条関係） 

 

防府市清掃補助金交付決定通知書  

 

第    号  

 

団体名                  

  （自治会名）                

 代表者  住 所            

氏 名            

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市清掃補助金交付  

申請については、下記のとおり決定したので、  
防府市清掃補助金交付  

防府市清掃補助金交付  

 

要綱第１１条第３項において準用する同要綱第６条  

要綱第６条  
の規定により通知  

します。 

 

年   月   日  

 

防府市長          印    
 

記  
 

補助金交付額          円 
 

内訳  

１ 基 本 額（Ａ）          円 

２ 基準世帯数（Ｂ）          世帯 

３ 世 帯 割 額（Ｃ）          円 

４ 月 数（Ｄ）          月 

５ 金額（Ａ×Ｄ＋Ｂ×Ｃ×Ｄ）     円



第５号様式（第７条、第１１条関係） 

 

防府市清掃補助金交付請求書  

 

 

  年  月  日  

 

 （宛先）防府市長 

 

請求者 団 体 名            

（自治会名）           

代表者 住  所            

氏  名            

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があっ  

た防府市清掃補助金の交付について、  
防府市清掃補助金交付要綱第１１  

防府市清掃補助金交付要綱第７条  

 

条第３項において準用する同要綱第７条  

 
の規定により下記のとおり請求  

します。 

 

記 

 

請求額            円 

※ 振込先 

(フリガナ） 

口座名義人                     

金融機関名     銀行・信用金庫・農協    支店 

口座の種別       普通 ・ 当座       

口座番号                      



第６号様式（第１１条関係）  

 

防府市清掃補助事業対象共同実施団体承認申請書  

 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

 

申請者 共同実施団体名         

代表者 自治会名            

住  所            

氏  名         ㊞  

構成自治会 自治会名            

住  所            

氏  名         ㊞  

 

 防府市清掃補助金の交付対象共同実施団体として承認されますよう、

防府市清掃補助金交付要綱第１１条第１項において準用する同要綱第

３条第１項の規定により申請します。  

 

記 

１ 地  域  名                       

 

２ 共同実施団体名                       

 

３ 構 成 自 治 会 名                       

 

４ 搬入予定廃棄物 

  □紙製容器包装  □紙パック    □新聞  □ダンボール 

  □雑がみ     □ペットボトル  □缶   □びん類   

  □古着・古布   □危険ごみ    □不燃ごみ       
 

５ 清 掃 実 施 日      毎月第    曜日        

 

６ 開 始 年 月        年    月         

※ 添付書類 

共同実施計画書 



第７号様式（第１１条関係）  

 

防府市清掃補助事業対象共同実施団体承認通知書  

 

第   号  

 

共同実施団体名             

代表者 自治会名            

住  所            

氏  名            

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市清掃補助事業対

象共同実施団体承認申請については、対象共同実施団体として承認し

たので、防府市清掃補助金交付要綱第１１条第１項において準用する

同要綱第３条第２項の規定により通知します。  

  

    年  月  日 

防府市長         印    

 

記 

 

１ 地  域  名                      

 

２ 共同実施団体名                      

 

３ 構 成 自 治 会 名                      

 

４ 搬入予定廃棄物 

                               

 

５ 清 掃 実 施 日      毎月第    曜日       

 

６ 開 始 年 月        年    月        


